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先日、大阪高等裁判所において、外れ馬券の購入費用等を必要経費と認めた判決があり、話題となりました。 

 

個人の所得税は、所得の種類に応じてその計算方法が異なります。 

 

所得のうち、①一時的な所得で、②労務や役務の対価性がなく、③資産の譲渡の対価としての性質もなく、④営利を 

目的とする継続的行為から生じたものではない所得を一時所得といい、次の算式で計算されます。 
 
（収入金額 － 収入を得るために支出した金額 － 特別控除 50 万円） × １／２ × 税率 

 
具体例としては、生命保険金（一時金）や損害保険の満期金、懸賞金などが典型です。 

 

一般に、競馬の払戻金も一時所得に該当しますが、このとき収入から差し引きできる「収入を得るために支出した金 

額」は、その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、「直接」要した金額に限られる 

ことから、当たり馬券の購入費用のみが該当し、外れ馬券は該当しないことになります。 

 

しかしながら、本件納税者は、インターネットで馬券を購入し JRA の PAT 口座で決済するサービスと競馬予想ソフト 

や競馬情報配信サービスを利用し、当たり馬券の払戻金によって多額の収入（払戻金合計額は 3 年間で約 30 億円）を 

得ていたことから、この所得は「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」に当たり、一時所得ではない（雑所得）と 

判定されました。そして、当たり馬券のみでなく外れ馬券を含めた全馬券の購入費用等が、払戻金を得るために「直接 

に要した費用」として差し引かれるべきと判断されました。 

 

したがって、こうした特殊事情のない一般の方が、外れ馬券を大事に保管していても必要経費とは認められませんの 

でご注意を。。。 

 

（大寺） 

 

 
 
 
 
 

今年も下記の日程で研修会・懇親会を開催いたします。 

役職員一同、皆様のご参加を心よりお待ち致しております。 

日  程     平成２６年９月１２日（金） 

場  所     阿波観光ホテル 
 

 

内容等詳細は、さくら通信８月号でご案内させていただきます。 

 

 

伯母の言葉。高校３年生の時である。私のことをよく知ってくれているだけに、胸にズシンと応え

た。確かに、私は優柔不断で、闘争心に欠ける若者だった。大学４年間は伯母が営むねぼけ堂という

煎餅店で下宿させて貰った。その間折に触れて商売人の考え方についての話を聞かせてくれた。私は

２４歳で自営業への道を歩みだしたが、その勇気の源は、この４年間にある。 
（竹内） 
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損益計算書について⑤ ～特別損益・当期純利益～ 

会計制度 

 

 

毎年１回、４・５・６月に支払われた報酬を「算定基礎届」に記入し、提出することにより、本年９月から翌年８月（原則）までの

標準報酬月額（社会保険料）が決定されます。 

又、この標準報酬月額は、将来受け取る年金額の計算の基礎となりますので、正しい届け出をお願いします。 
 

 

提出期限   平成２６年７月１日（火）～平成２６年７月１０日（木） 

対象となる方 平成２６年５月３１日までに資格を取得し、平成２６年７月１日現在被保険者である方 

 

※当社労士法人に委託いただいている事業所様においては、こちらでまとめて提出させていただきます。 

 

                         

                             
 

当事務組合（徳島県労務能率協会）に委託いただいている事業所様におい 

ては、すでに提出いたしております。 

まだお済みでない事業所様は当事務所にお問い合わせください。 
 

申告・納付期限  平成２６年７月１０日（木） 

                                                                  （松村） 

 

 

 
 
 

 
 

今回は、特別損益と当期純利益を解説いたします。 
 

損益計算書（経常利益から当期純利益まで） 
自 平成25年4月1日  至 平成26年3月31日 

 
経常利益            ×× 

特別損益             ×× 
税引前当期純利益         ×× 

法人税等             ×× 
当期純利益           ×× 

 
【特別損益・当期純利益】  

 特別損益とは、会社の通常の活動によらない損益で、臨時的に発生して金額が大きいものを言います。具体的には、固定資産の売 

却損益、保険金の収入、減損損失、災害による損失などが挙げられます。中には、Ｍ＆Ａ（合併や買収）に関する費用も、場合によっ 

ては特別損益項目となることがあり、会社が事業の再編を検討していたことなどが（多くは事後的にですが）分かることもあります。 

上記の特別損益を経常利益から差し引くと、税引前当期純利益が計算され、さらに当期の法人税、住民税、事業税などを差し引くと、 

当期純利益が計算されます。この当期純利益が会社の最終的な儲けの金額ということになります。 

当期純利益は、特別損益や税金など会社がコントロールできないような損益が含まれているため、会社の経営成績の指標としては 

使いにくい面もありますが、会社の配当の原資となる点や、トータルの経営成績を把握できるという点で重要と言えます。 

（孝志洋） 

 

平成２５年度確定 
労働保険料・一般拠出金の申告 

平成２６年度概算 

10日 一括有期事業開始届＜概算保険料160 万円未満：請負金額

19,000 万円未満の工事＞（労働基準監督署） 

健保・厚年の報酬月額算定基礎届＜７月１日現在＞（年金事務

所） 

労働保険料概算・確定申告書の提出（労働基準監督署） 

労働保険料の納付（郵便局または銀行） 

労災保険一括有期事業報告書提出（労働基準監督署） 

31日 労働者死傷病報告書の提出＜休業４日未満４月～６月分＞（労働基準

監督署） 

健保・厚年の保険料納付（郵便局または銀行） 

健保印紙受払等報告書・雇保印紙保険料納付（使用）状況報告書提出

（年金事務所・公共職業安定所） 

 

支給事由を同一にする被用者年金の受給権を有する基礎年金受給権者

（誕生月を迎える者）現況届 

旧国民年金（老齢・通老）受給権者（誕生月を迎える者）現況届 

15日 身障者・高齢者・外国人雇用状況報告書提出（公共職業安定所） 

  

※ 全国安全週間（１日～７日）   勤労青少年の日（第３土曜日） 

７月の社会保険労務 

 

 

 「算定基礎届」の提出の時期が参りました！ 

 提出はお済みでしょうか？ 



経過措置型医療法人の事業承継の方法と課税される税金② 

医療係 

経営規模等評価の受付時期② 

建設係 

配偶者は特別 

資産税係 

 
 

 
 

先月号では後継者へ出資持分を移行する場合でしたが、今月号は出資持分のない医療法人（基金拠出型医療法人）へ移行する場 

合です。 
 

１． 出資持分（残余財産のすべて）を基金に移行した場合、 

出資持分と出資金の差額（利益剰余金）について  

みなし配当 が課税されます。 

 

２． 出資金のみ（残余財産のうち利益剰余金部分の持分 

を放棄）を基金に移行した場合、 

医療法人を個人とみなして 贈与税 が課税されます。 

出資金 → 基金 

利益剰余金 → 基金 

出資持分   

 

経過措置型医療法人から新しく基金拠出型医療法人への移行は、都道府県知事に対し社員全員の持分放棄と基金制度採用の定 

款変更認可申請手続きを行うことで移行することが可能です。 

   

※ 基金とは、医療法人の設立等にあたり拠出された金銭その他の財産であって、法人が拠出者に対して、定款に定めるところに 

  従い返還義務（金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価格に相当する金銭）を負うものです。 

                                                                              （田中） 

 
 
 

 
 

５月号に引き続き４月決算以後の経営規模等評価の日程は以下のとおりです。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

前期決算の経審の有効期間（審査基準日の１年７ヶ月）内に、今期決算の経審が終了しなければ公共事業を請け負うことができな 

くなります。 

経営状況分析の申請については、経営状況分析結果通知書の発送まで２週間程度かかりますので、経営規模等評価審査日に間 

に合うように早めの準備をお願いします。 

                                                    （岸上） 
 
 
 

 
 

遺産を相続したときは、全ての遺産の課税価格から、基礎控除を超えた分に相続税が課税されます。 
 

しかし配偶者が遺産を相続する場合は、これからの生活資金や夫婦で協力して財産を築き上げてきたことが考慮され、配偶者だけ 

に認められた 1 億6,000 万円または、配偶者の法定相続分の２つの内いずれか高い方までは非課税となります。 

例えば、配偶者の法定相続分が 2 億円であれば、2 億円までが非課税となり、法定相続分が 1 億円であれば、1 億6,000 万円まで 

が非課税となります。 

ただし、配偶者には内縁関係者や愛人は含まれません。婚姻届を提出して、法的に正式の夫婦になった人だけが配偶者として認 

められます。 
 

また、相続人が複数いて相続税の申告期限までに、遺産分割協議がまとまらず、配偶者が遺産を正式に取得していないときは、こ 

の制度は利用できません。とはいえ、複数人で遺産を分割するときは、スムーズにいかないケースも多いため、相続税の申告期限ま 

でに所轄の税務署長宛に、遺産を分割できない理由を届出して了解を得れば、３年間はこの配偶者控除枠を利用することができます。 

（坂田） 

出資金 → 基金 

利益剰余金 → 利益積立金 

出資持分   

決算月 予約受付期限 審査予定日 前期決算の経審の有効期間 

平成26 年4 月 8 月15 日 8 月下旬 平成26 年11 月 

平成26 年5 月 8 月29 日 9 月上旬 平成26 年12 月 

平成26 年6 月 9 月25 日 10 月上旬 平成27 年 1 月 

平成26 年7 月 10 月23 日 11 月上旬 平成27 年 2 月 

平成26 年8 月 11 月12 日 11 月中旬 平成27 年 3 月 

平成26 年9 月 11 月26 日 12 月上旬 平成27 年 4 月 



相続対策のための保険 

リスマネ委員会 

 

 
 

 
 

 相続対策（お金に宛名をつける） 

生命保険では、契約者が死亡保険金受取人をあらかじ

め指定するため、「将来誰がどれだけ受け取るか」と決め

ておくことができます。 

 非課税枠（死亡保険金の相続税取扱）の活用 

契約者と被保険者が同一の契約で、死亡保険金が相 

続人に支払われた場合、相続税には一定の非課税枠 

があります。 

      

【例】 契約者及び被保険者：被相続人         死亡保険金：1,000 万円の場合 

    受取人：相続人（配偶者および子１人） 
 
           （現金1,000 万円を相続した場合）       （死亡保険金1,000 万円を受け取った場合）                       

 

 

 

 

 

   一時払終身保険（保険料が一時払で保障が一生涯継続する保険）が相続対策として有効です。無告知無審査で 90 歳まで入れる 

保険商品も発売されていますので、興味のある方は、ぜひ当社までお尋ねください。                         （坂田） 

 

 
 

1 所得税の予定納税額の納付（第１期分）   納期限･･･７月３１日 
2 所得税の予定納税額の減額申請   申請期限･･･７月１５日 
3 固定資産税（都市計画税）の第２期分の納付 

納期限･･･７月中において市町村の条例で定める日 
4 ６月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 

納期限･･･７月１０日（年２回納付の特例適用者は、１月から６月までの
徴収分を７月１０日までに納付） 

5 ５月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業
税・（法人事業所税）・法人住民税＞  申告期限･･･７月３１日 

6 ２月、５月、８月、１１月決算法人の３月ごとの期間短縮に係る確定申告
＜消費税・地方消費税＞  申告期限･･･７月３１日 

7 法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地
方消費税＞  申告期限･･･７月３１日 

8 １１月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事
業税・法人住民税＞（半期分）  申告期限･･･７月３１日 

9 消費税の年税額が 400 万円超の２月、８月、１１月決算法人の３月ごと
の中間申告＜消費税・地方消費税＞  申告期限･･･７月３１日 

10 消費税の年税額が4,800万円超の４月、５月決算法人を除く法人・個人
事業者の１月ごとの中間申告（３月決算法人は２か月分）＜消費税・地
方消費税＞  申告期限･･･７月３１日 
 

※ 税理士法施行６３周年 
昭和２６年６月１５日公布 
昭和２６年７月１５日施行 
 

 
 
 

 

税務部 第２課 三橋 美智子 

勤続１０年表彰を頂き、ありがと 

うございました。 

入社してから今日まで、無事勤め 

てこられたのも、先生方をはじめ、 

上司、先輩皆様のおかげであると、 

改めて感謝の気持ちでいっぱいです。 

これから、また気を引き締め頑張っていきたいと思いますので、 

よろしくお願い致します。 

税務部 第１課 瀬尾 百合 

四国税理士会より５年表彰を 

頂きました。下の子の保育園入 

園を機に就活して、さくら事務 

所に入社することができてから、 

はや５年以上たったのだと実感 

しています。年齢だけなら事務所の上位に入っている私です 

が、先輩方のお世話になって日々勉強の毎日です。少しでも 

皆様のお役にたてるよう頑張っていきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

７月の税務 

 課
税
対
象 

 500万円×相続人2名 
＝1,000万円 が非課税 

（相続税法第12条） 

現金 
1,000万円 

生命保険 
1,000万円 
 

さくら税理士法人 

さくら社会保険労務士法人 

労働保険事務組合 徳島県労務能率協会                   
〒770-0025 徳島市佐古五番町２番５号 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ ：http://www.skr39.co.jp/ 

Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   ：kimutake@js4.so-net.ne.jp      

TEL：０８８－６２５－２５５６      

FAX：０８８－６５４－１１８１ 

◆開催日時：平成２６年 ７月２５日（金）１０：００～１６：００ 
 

この度日本政策金融公庫と連携し、当事務所にて、上記の日程で「一日公庫」を開催いたします。 
※詳しい内容につきましては、同封の案内状をご覧ください。 

 

当文書に掲載された記事の無断での使用・転載・引用などは一切禁止しております。内容には万全を期していますがそ

の内容を保証するものではありません。万一、当文書の情報に基づいて損害を被った場合についても、一切責任を負い

かねます。また特定の商品を奨励または中傷するものではありません。 

さくら通信をご覧になって、ご意見ご感想がございましたら、 
お電話･FAX･ﾒｰﾙ等でご連絡下さい。  
                          
                          
                          
                       


